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１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年6月9日付けをもって関東財務局長に提出した有価証券届出書（平成22年8月30日及び平成22年9月

30日に有価証券届出書の訂正届出書を提出済み）の関係情報に訂正すべき事項および半期報告書提出に伴う

訂正事項がありますので、これらの訂正を行うものです。

 

２．【訂正の内容】　※下線部　　　は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（1） 略

(2)【ファンドの仕組み】

中略

① 略

②委託会社の概況

＜訂正前＞

ａ．資本金　　　25億円（平成22年3月末日現在）

ｂ．会社の沿革

平成１８年 ４月 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント
投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設
立。

平成１８年 １０月 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更。
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業を
スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパーク
ス・グループ株式会社）より会社分割により承継。

ｃ．大株主の状況（平成22年3月末日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

スパークス・グループ株式会社
東京都品川区大崎
一丁目11番2号
ゲートシティ大崎

50,000株 100％

＜訂正後＞

ａ．資本金　　25億円（平成22年10月末日現在）

ｂ．会社の沿革

平成１８年 ４月 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信
株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立。

平成１８年 １０月 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更。
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をス
パークス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・グ
ループ株式会社）より会社分割により承継。

平成２２年 ７月 スパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始。

ｃ．大株主の状況（平成22年10月末日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

スパークス・グループ株式会社
東京都品川区大崎一丁目
11番2号ゲートシティ大崎

50,000株100％

 

２【投資方針】

（1）～（2）略

（3）【運用体制】

＜訂正前＞

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 2/47



■スパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用体制（平成22年3月末日現在）

　　  （?）一部のファンドに関しては共同ファンドマネージャーを兼務。

①スパークス・アセット・マネジメント株式会社では、平成22年3月末日現在、運用事業グループが運用

・調査を担当しており、下記の意思決定プロセスに基づき、運用を行っております。

②意思決定プロセス

ａ.運用指図の意思決定は「投資信託に係る運用管理規程」に従い、「投資政策委員会」において、投

資環境の分析、市場動向見通し策定、期待リターンとリスクの予測などを実施、「運用計画書」に

おいて、運用戦略を審議の上、行われます。

ｂ.ファンドマネージャーは「投資政策委員会」において承認された運用戦略に基づき、「投資信託

に係る運用管理規程」に従い、実際の投資活動を行います。投資政策委員会は、社長、運用調査部門

、リスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門の責任者等をもって構成し、原則として月2回

開催する他、必要に応じ臨時開催します。

③～④　略

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 3/47



＜訂正後＞

■スパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用体制（平成22年10月末日現在）

 

①当ファンドでは、平成22年10月末日現在、運用調査本部が運用・調査を担当しており、下記の意思決

定プロセスに基づき、運用を行っております。

②意思決定プロセス

a．運用指図の意思決定は「投資信託に係る運用管理規程」に従い、「第一投資政策委員会」にお

いて、投資環境の分析、市場動向見通し策定、期待リターンとリスクの予測などを実施、「運用計

画書」において、運用戦略を審議の上、行われます。

b．ファンドマネージャーは「第一投資政策委員会」において承認された運用戦略に基づき、「投

資信託に係る運用管理規程」に従い、実際の投資活動を行います。第一投資政策委員会は、社長、

運用調査本部、リスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門の責任者等をもって構成し、原

則として月２回開催する他、必要に応じ臨時開催します。

③～④　略

 

４【手数料等及び税金】

（1）～（2）略

（3）【信託報酬等】

信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。

①信託報酬（約款第44条第1項、第2項）

１）～３）略

②実績報酬（約款第44条第3項）

１）～３）略

＜訂正前＞

（ご参考）

実績報酬算出期間
ハイ・ウォーター・

マーク
算出期間末
基準価額

平成14年3月11日～平成14年9月10日10,000円 9,827円

平成14年9月11日～平成15年3月10日10,000円 9,168円

平成15年3月11日～平成15年9月10日10,000円 12,204円

平成15年9月11日～平成16年3月10日12,204円 14,175円

平成16年3月11日～平成16年9月10日14,175円 15,335円

平成16年9月11日～平成17年3月10日15,335円 15,783円

平成17年3月11日～平成17年9月10日15,783円 16,819円

平成17年9月11日～平成18年3月10日16,819円 18,949円
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平成18年3月11日～平成18年9月10日18,949円 17,856円

平成18年9月11日～平成19年3月12日18,949円 17,728円

平成19年3月13日～平成19年9月12日18,949円 16,400円

平成19年9月13日～平成20年3月10日18,949円 14,560円

平成20年3月11日～平成20年9月10日18,949円 14,491円

平成20年9月11日～平成21年3月10日18,949円 13,169円

平成21年3月11日～平成21年9月10日18,949円 13,513円

平成21年9月11日～平成22年3月10日18,949円 13,267円

平成22年3月11日～平成22年9月10日18,949円 ―

（注1）平成16年3月10日の基準価額は収益分配控除後の基準価額です。

（注2）基準価額は実績報酬を含む信託報酬控除後のもので、1万口当たりのものです。

以下　略

＜訂正後＞

（ご参考）

実績報酬算出期間 ハイ・ウォーター・
マーク

算出期間末
基準価額

平成14年3月11日～平成14年9月10日10,000円 9,827円

平成14年9月11日～平成15年3月10日10,000円 9,168円

平成15年3月11日～平成15年9月10日10,000円 12,204円

平成15年9月11日～平成16年3月10日12,204円 14,175円

平成16年3月11日～平成16年9月10日14,175円 15,335円

平成16年9月11日～平成17年3月10日15,335円 15,783円

平成17年3月11日～平成17年9月10日15,783円 16,819円

平成17年9月11日～平成18年3月10日16,819円 18,949円

平成18年3月11日～平成18年9月10日18,949円 17,856円

平成18年9月11日～平成19年3月12日 18,949円 17,728円

平成19年3月13日～平成19年9月12日18,949円 16,400円

平成19年9月13日～平成20年3月10日18,949円 14,560円

平成20年3月11日～平成20年9月10日18,949円 14,491円

平成20年9月11日～平成21年3月10日18,949円 13,169円

平成21年3月11日～平成21年9月10日18,949円 13,513円

平成21年9月11日～平成22年3月10日18,949円 13,267円

平成22年3月11日～平成22年9月10日18,949円 13,284円

平成22年9月11日～平成23年3月10日18,949円 ―

（注1）平成16年3月10日の基準価額は収益分配控除後の基準価額です。

（注2）基準価額は実績報酬を含む信託報酬控除後のもので、1万口当たりの数字です。

以下　略
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５【運用状況】

運用状況については、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

以下は2010年10月29日現在の状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

 

(1)【投資状況】

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（注)上記の資産の種類は親投資信託受益証券、発行地は日本です。

 
種類別及び業種別投資比率

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（参考）スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

（注）信用取引により売建てている株式（日本）の時価合計は1,172,947,300円、投資比率は27.63％となって

おります。
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投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）

（注）国債証券の業種欄には、利率、償還日を表示しています。
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種類別及び業種別投資比率

 
 
投資不動産物件

該当事項はありません。

 
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2010年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は、以下の通りです。
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②【分配の推移】

原届出書の通り

 

③【収益率の推移】

（注）収益率は、計算期間末の1口当たり純資産（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当
たり純資産（分配落の額。以下「前期末純資産」という。）を控除した額を前期末純資産で除して得た
数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 9/47



第２【財務ハイライト情報】

原届出書　第２財務ハイライト情報については、以下の中間財務諸表が追加されます。

＜更新・追加後＞

 

１）以下の中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書、並びに重要な会計方針に係る事項に関する注記は

「有価証券届出書」の「第三部ファンドの詳細情報　第４ファンドの経理状況」の「中間財務諸表」に記

載された情報から抜粋して記載したものです。

 

２）「有価証券届出書」の「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」の「中間財務諸表」に

ついては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第8期中間計算期間(平成21年3月11日

から平成21年9月10日まで)、及び第9期中間計算期間(平成22年3月11日から平成22年9月10日まで)の

中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」

（昭和32年大蔵省令第12号）第3条第1項に基づく中間監査を受けております。

また、当該監査法人による中間監査報告書は、「有価証券届出書」の「第三部ファンドの詳細情報　第４

ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に添付されています。
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スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(1)【中間貸借対照表】

区分

第8期中間計算期間末 第9期中間計算期間末

(平成21年9月10日現在)(平成22年9月10日現在)

金額（円） 金額（円）

資産の部   

　流動資産   

　　コール・ローン 24,862,594 15,575,739

　　親投資信託受益証券 2,365,727,1081,304,937,919

　　未収利息 34 21

　　流動資産合計 2,390,589,7361,320,513,679

　資産合計 2,390,589,7361,320,513,679

負債の部   

　流動負債   

　　未払受託者報酬 1,148,929 733,993

　　未払委託者報酬 20,680,634 13,211,783

　　その他未払費用 1,091,354 697,523

　　流動負債合計 22,920,917 14,643,299

　負債合計 22,920,917 14,643,299

純資産の部   

　元本等   

　　元本 1,752,170,097 983,010,052

　　剰余金   

　　　中間剰余金又は期末欠損金（△） 615,498,722 322,860,328

　　　（分配準備積立金） (110,524,120) (63,839,001)

　　元本等合計 2,367,668,8191,305,870,380

　純資産合計 2,367,668,8191,305,870,380

負債純資産合計 2,390,589,7361,320,513,679
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分

第8期中間計算期間 第9期中間計算期間

自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日

金額（円） 金額（円）

営業収益   

受取利息 1,992 1,438

有価証券売買等損益 79,524,581 17,382,317

営業収益合計 79,526,573 17,383,755

営業費用   

受託者報酬 1,148,929 733,993

委託者報酬 20,680,634 13,211,783

その他費用 1,091,354 697,523

営業費用合計 22,920,917 14,643,299

営業利益 56,605,656 2,740,456

経常利益 56,605,656 2,740,456

中間純利益 56,605,656 2,740,456

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
又は一部解約に伴う中間純損失金額の分
配額（△）

944,251 3,334,729

期首剰余金又は期首欠損金（△） 463,124,666 549,852,786

剰余金増加額又は欠損金減少額 127,933,300 1,571,736

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は
欠損金減少額

127,933,300 1,571,736

剰余金減少額又は欠損金増加額 31,220,649 227,969,921

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は
欠損金増加額

31,220,649 227,969,921

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 615,498,722 322,860,328

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/47



(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

区分

第8期中間計算期間 第9期中間計算期間

自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日

1．有価証券の評価
基準及び評価方法

「親投資信託受益証券」
移動平均法に基づき、原則として時価
で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に
基づいて評価しております。

「親投資信託受益証券」
同左

2．収益及び費用の
計上基準

「有価証券売買等損益」
約定日基準で計上しております。

「有価証券売買等損益」
同左
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参考情報

当ファンドは、「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。

 

「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1)貸借対照表
 

区分
(平成21年9月10日現在) (平成22年9月10日現在)

金額（円） 金額（円）

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 1,022,333,705 1,010,436,286

株式 4,014,357,350 2,467,830,080

国債証券 1,799,780,989 949,858,864

投資証券 104,467,200 137,558,200

プット・オプション（買） 7,615,000 －

未収入金 282,155,507 36,818,441

信用取引預け金 1,342,723,439 1,618,256,409

未収配当金 3,304,794 716,700

未収利息 1,400 1,384

その他未収収益 31,043 32,320

流動資産合計 8,576,770,427 6,221,508,684

資産合計 8,576,770,427 6,221,508,684

負債の部   

流動負債   

信用売証券 1,444,425,700 1,575,757,000

未払金 406,330,447 28,362,372

未払解約金 3,826,512 93,397,121

その他未払費用 2,467,220 3,258,059

流動負債合計 1,857,049,879 1,700,774,552

負債合計 1,857,049,879 1,700,774,552

純資産の部   

元本等   

元本 3,463,478,692 2,325,253,293

剰余金   

剰余金又は欠損金（△） 3,256,241,856 2,195,480,839

元本等合計 6,719,720,548 4,520,734,132

純資産合計 6,719,720,548 4,520,734,132

負債純資産合計 8,576,770,427 6,221,508,684

 
 
 

(2)注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

区分
自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日
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1．有価証券の
評価基準及び
評価方法

(1)「株式」 (1)「株式」

移動平均法に基づき、原則として時価で
評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価
額）、金融商品取引所が発表する基準値段、
または金融商品取引業者等から提示される
気配相場に基づいて評価しております。

移動平均法に基づき、原則として時価で
評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価
額）、または金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しておりま
す。

(2)「国債証券」 (2)「国債証券」

個別法に基づき、原則として時価で評価
しております。時価評価にあたっては、金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（た
だし、売気配は使用いたしません）、価格情
報会社の提供する価額または日本証券業協
会の売買統計値（平均値）の何れかに基づ
いて評価しております。

同左

(3)「投資証券」 (3)「投資証券」

移動平均法に基づき、原則として時価で
評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価
額）、または金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しておりま
す。

同左

(4)「信用売証券」 (4)「信用売証券」

個別法に基づき、時価評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日
に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する最終相場によっております。

個別法に基づき、時価評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日
に知りうる直近の日の主たる金融商品取引
所の発表する最終相場によっております。

2．デリバティ
ブ等の評価基
準及び評価方
法

(1)「派生商品評価勘定」 「プット・オプション（買）」

先物取引 個別法に基づき、原則として時価評価し
ております。時価評価にあたっては、原則と
して、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。

個別法に基づき、原則として時価評価し
ております。時価評価にあたっては、原則と
して、計算日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場
によっております。

(2)「プット・オプション（買）」

個別法に基づき、原則として時価評価し
ております。時価評価にあたっては、原則と
して、計算日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場
によっております。

3．収益及び費
用の計上基準

(1)「受取配当金」 (1)「受取配当金」

受取配当金は原則として、株式の配当落
ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。

受取配当金は、原則として株式の配当落
ち日もしくは投資証券の権利落ち日におい
て、確定配当金額もしくは確定収益分配金
額、又は予想配当金額もしくは予想収益分
配金額を計上しております。

(2)「有価証券売買等損益」 (2)「有価証券売買等損益」

約定日基準で計上しております。 同左

(3)「派生商品取引等損益」

約定日基準で計上しております。

（注）追加情報

「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」の改正により、平成21年9月24日以降、ジャスダック上場
株式については基準値段での評価から最終相場で評価する方法に変更しました。
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第三部【ファンドの詳細情報】

第１～第３　略

第４【ファンドの経理状況】

１【財務諸表】

原届出書　第４ファンドの経理状況　１ 財務諸表については、以下の中間財務諸表が追加されます。

＜更新・追加後＞

 
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号) (以下「中間財務諸表等規則」という。) 並びに同規則第38条の3及び第57条の2の
規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号) (以下「投資信託財
産計算規則」という。) に基づいて作成しております。
なお、当ファンドの中間財務諸表等に係わる中間財務諸表等規則並びに投資信託財産計算規則の改
正についての対応状況は、下表の通りであります。

 

中間財務諸表等規則並びに投資信託
財産計算規則改正

第8期中間計算期間 第9期中間計算期間

自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日

中間財務諸表
等規則

平成20年8月7日付内
閣府令第50号

同府令第4条第1項第1号による
経過措置を適用し、改正前の中
間財務諸表等規則に基づいて
作成しております。

同府令第4条第1項第1号による
経過措置を適用し、改正前の中
間財務諸表等規則に基づいて
作成しております。

投資信託財産
計算規則

平成21年6月24日付内
閣府令第35号

同府令第16条第2項による経過
措置を適用し、改正前の投資信
託財産計算規則に基づいて作
成しております。

改正後の投資信託財産計算規
則に基づいて作成しておりま
す。

 
２）中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第8期中間計算期間(平成21年3月
11日から平成21年9月10日まで)、及び第9期中間計算期間(平成22年3月11日から平成22年9月10日まで)
の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府
令」（昭和32年大蔵省令第12号）第3条第1項に基づく中間監査を受けております。
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中間財務諸表
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）

第8期中間計算期間末
(平成21年9月10日現在)

第9期中間計算期間末
(平成22年9月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 24,862,594 15,575,739

親投資信託受益証券 2,365,727,108 1,304,937,919

未収利息 34 21

流動資産合計 2,390,589,736 1,320,513,679

資産合計 2,390,589,736 1,320,513,679

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 1,148,929 733,993

未払委託者報酬 20,680,634 13,211,783

その他未払費用 1,091,354 697,523

流動負債合計 22,920,917 14,643,299

負債合計 22,920,917 14,643,299

純資産の部

元本等

元本 ※1
 1,752,170,097

※1
 983,010,052

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 615,498,722 322,860,328

（分配準備積立金） 110,524,120 63,839,001

元本等合計 2,367,668,819 1,305,870,380

純資産合計 2,367,668,819 1,305,870,380

負債純資産合計 2,390,589,736 1,320,513,679
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第8期中間計算期間
自　平成21年3月11日
至　平成21年9月10日

第9期中間計算期間
自　平成22年3月11日
至　平成22年9月10日

営業収益

受取利息 1,992 1,438

有価証券売買等損益 79,524,581 17,382,317

営業収益合計 79,526,573 17,383,755

営業費用

受託者報酬 1,148,929 733,993

委託者報酬 20,680,634 13,211,783

その他費用 1,091,354 697,523

営業費用合計 22,920,917 14,643,299

営業利益 56,605,656 2,740,456

経常利益 56,605,656 2,740,456

中間純利益 56,605,656 2,740,456

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

944,251 3,334,729

期首剰余金又は期首欠損金（△） 463,124,666 549,852,786

剰余金増加額又は欠損金減少額 127,933,300 1,571,736

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

127,933,300 1,571,736

剰余金減少額又は欠損金増加額 31,220,649 227,969,921

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

31,220,649 227,969,921

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 615,498,722 322,860,328
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(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

区分

第8期中間計算期間 第9期中間計算期間

自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日

1．有価証券の評価
基準及び評価方法

「親投資信託受益証券」
移動平均法に基づき、原則として時価
で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に
基づいて評価しております。

「親投資信託受益証券」
同左

2．収益及び費用の
計上基準

「有価証券売買等損益」
約定日基準で計上しております。

「有価証券売買等損益」
同左

 

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分
第8期中間計算期間末 第9期中間計算期間末

(平成21年9月10日現在) (平成22年9月10日現在)

※1 中間計算期間末日における
受益権の総数 1,752,170,097口 983,010,052口

2 1口当たり純資産額 1.3513円 1.3284円

（1万口当たり純資産額） (13,513円) (13,284円)

 

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8期中間計算期間 第9期中間計算期間

自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日

該当事項はありません。 該当事項はありません。

 

 

（その他の注記）

1．元本の移動

区分

第8期中間計算期間 第9期中間計算期間

自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日

期首元本額 1,461,488,974円 1,682,946,413円

期中追加設定元本額 389,705,742円 4,331,440円

期中一部解約元本額 99,024,619円 704,267,801円

 

 

2．デリバティブ取引関係

第8期中間計算期間(自　平成21年3月11日　至　平成21年9月10日)

該当事項はありません。

第9期中間計算期間(自　平成22年3月11日　至　平成22年9月10日)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

19/47



 

参考情報

当ファンドは、「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。

 

「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1)貸借対照表

区分
注記 (平成21年9月10日現在)(平成22年9月10日現在)

番号 金額（円） 金額（円）

資産の部    

流動資産    

コール・ローン  1,022,333,705 1,010,436,286

株式 ※2 4,014,357,350 2,467,830,080

国債証券 ※2 1,799,780,989 949,858,864

投資証券  104,467,200 137,558,200

プット・オプション（買）  7,615,000 －

未収入金  282,155,507 36,818,441

信用取引預け金  1,342,723,439 1,618,256,409

未収配当金  3,304,794 716,700

未収利息  1,400 1,384

その他未収収益  31,043 32,320

流動資産合計  8,576,770,427 6,221,508,684

資産合計  8,576,770,427 6,221,508,684

負債の部    

流動負債    

信用売証券  1,444,425,700 1,575,757,000

未払金  406,330,447 28,362,372

未払解約金  3,826,512 93,397,121

その他未払費用  2,467,220 3,258,059

流動負債合計  1,857,049,879 1,700,774,552

負債合計  1,857,049,879 1,700,774,552

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 3,463,478,692 2,325,253,293

剰余金    

剰余金又は欠損金（△）  3,256,241,856 2,195,480,839

元本等合計  6,719,720,548 4,520,734,132

純資産合計  6,719,720,548 4,520,734,132

負債純資産合計  8,576,770,427 6,221,508,684

 
 
 

(2)注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

区分
自　平成21年3月11日 自　平成22年3月11日

至　平成21年9月10日 至　平成22年9月10日
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1．有価証券の
評価基準及び
評価方法

(1)「株式」 (1)「株式」

移動平均法に基づき、原則として時価で
評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価
額）、金融商品取引所が発表する基準値段、
または金融商品取引業者等から提示される
気配相場に基づいて評価しております。

移動平均法に基づき、原則として時価で
評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価
額）、または金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しておりま
す。

(2)「国債証券」 (2)「国債証券」

個別法に基づき、原則として時価で評価
しております。時価評価にあたっては、金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（た
だし、売気配は使用いたしません）、価格情
報会社の提供する価額または日本証券業協
会の売買統計値（平均値）の何れかに基づ
いて評価しております。

同左

(3)「投資証券」 (3)「投資証券」

移動平均法に基づき、原則として時価で
評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価
額）、または金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しておりま
す。

同左

(4)「信用売証券」 (4)「信用売証券」

個別法に基づき、時価評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日
に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する最終相場によっております。

個別法に基づき、時価評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日
に知りうる直近の日の主たる金融商品取引
所の発表する最終相場によっております。

2．デリバティ
ブ等の評価基
準及び評価方
法

(1)「派生商品評価勘定」 「プット・オプション（買）」

先物取引 個別法に基づき、原則として時価評価し
ております。時価評価にあたっては、原則と
して、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。

個別法に基づき、原則として時価評価し
ております。時価評価にあたっては、原則と
して、計算日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場
によっております。

(2)「プット・オプション（買）」

個別法に基づき、原則として時価評価し
ております。時価評価にあたっては、原則と
して、計算日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場
によっております。

3．収益及び費
用の計上基準

(1)「受取配当金」 (1)「受取配当金」

受取配当金は原則として、株式の配当落
ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。

受取配当金は、原則として株式の配当落
ち日もしくは投資証券の権利落ち日におい
て、確定配当金額もしくは確定収益分配金
額、又は予想配当金額もしくは予想収益分
配金額を計上しております。

(2)「有価証券売買等損益」 (2)「有価証券売買等損益」

約定日基準で計上しております。 同左

(3)「派生商品取引等損益」

約定日基準で計上しております。

（注）追加情報

「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」の改正により、平成21年9月24日以降、ジャスダック上場
株式については基準値段での評価から最終相場で評価する方法に変更しました。

 

（その他の注記）
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区　分 (平成21年9月10日現在)

※1. 期首 平成21年3月11日

期首元本額  3,379,494,209円

期首より平成21年9月10日までの追加設定元本額  395,205,770円

期首より平成21年9月10日までの一部解約元本額  311,221,287円

平成21年9月10日現在の元本の内訳※   

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド  1,219,321,260円

スパークス・日本株・Ｌ＆Ｓ  2,137,186,421円

スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス  106,971,011円

(合計)  3,463,478,692円

※2．差入保証金代用有価証券 信用取引に係る差入保証金代用有価証券
として以下の通り差入を行っています。

 国債証券 649,933,532円

3．計算期間末日における受益権の総数  3,463,478,692口

4．1口当たり純資産額  1.9402円

(1万口当たり純資産額)  (19,402円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
 

区　分 (平成22年9月10日現在)

※1. 期首 平成22年3月11日

期首元本額  3,105,720,138円

期首より平成22年9月10日までの追加設定元本額  4,533,518円

期首より平成22年9月10日までの一部解約元本額  785,000,363円

平成22年9月10日現在の元本の内訳※   

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド  671,195,309円

スパークス・日本株・Ｌ＆Ｓ  1,509,226,637円

スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス  144,831,347円

(合計)  2,325,253,293円

※2．差入保証金代用有価証券 信用取引に係る差入保証金代用有価証券
として以下の通り差入を行っています。

 株式 165,140,000円

 国債証券 469,944,757円

3．計算期間末日における受益権の総数  2,325,253,293口

4．1口当たり純資産額  1.9442円

(1万口当たり純資産額)  (19,442円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
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２【ファンドの現況】
なお、２ ファンドの現況については、以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞

 

【純資産額計算書】

 

（参考）スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド

純資産額計算書

 

第５【設定及び解約の実績】

第５ 設定及び解約の実績については、以下の内容に更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

（注1）（）内の数字は本邦外における設定、解約口数です。
（注2）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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第四部【特別情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

第四部 特別情報　第１ 委託会社等の概況 １委託会社等の概況は以下のとおり、更新されます。

＜更新・訂正後＞

(1)資本金の額（平成22年10月末日現在）

資本金　　　　　　　　　25億円

発行可能株式総数　　　50,000株

発行済株式総数　　　　50,000株

最近5年間における資本金の額の増減

平成１８年 １０月 　資本金5,000万円から25億円へ増資

 

(2)委託会社の機構（平成22年10月末日現在）

①　略　

②　運用体制

１）当ファンドでは、平成22年10月末日現在、下記の意思決定プロセスに基づき、運用を行っておりま

す。

２）意思決定プロセス

イ．運用指図の意思決定は「投資信託に係る運用管理規程」に従い、「第一投資政策委員会」におい

て、投資環境の分析、市場動向見通し策定、期待リターンとリスクの予測などを実施、「運用計画

書」において、運用戦略を審議の上、行われます。

ロ．ファンドマネージャーは「第一投資政策委員会」において承認された運用戦略に基づき、「投資

信託に係る運用管理規程」に従い、実際の投資活動を行います。第一投資政策委員会は、社長、運用

調査本部、リスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門の責任者等をもって構成し、原則とし

て月２回開催する他、必要に応じ臨時開催します。

２【事業の内容及び営業の概況】

第四部特別情報　第１ 委託会社等の概況　２事業の内容及び営業の概況 については、以下の内容に更新・訂正

されます。

＜更新・訂正後＞

金融商品取引法に定める金融商品取引業者として営業を行っております。

（関東財務局長（金商）第346号）

（1）略

（2）投資信託委託業

平成18年8月投資信託委託業の認可取得。平成12年3月に証券投資信託委託業の認可を取得したスパー

クス・アセット・マネジメント投信株式会社の事業を平成18年10月1日に承継し、「金融商品取引法」

に定める金融商品取引業者として営業を行っております。

委託者の運用する投資信託は平成22年10月29日現在次の通りです。

（ただし、親投資信託を除きます。）

　（3）第一種金融商品取引業

平成２２年７月１日をもってスパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始しま

した。
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３【委託会社等の経理状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、前事業年度は改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成

19年内閣府令第52号）に基づいて作成しており、当事業年度は改正後の財務諸表等規則並びに同規則第２条の規定により、

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）

及び当事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けて

おります。
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（１）【貸借対照表】
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（２）【損益計算書】
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（３）【株主資本等変動計算書】
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
　　至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

１．有価証券の評価基準及
び評価方法

その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は総平均法により
算定しております。）

その他有価証券
　時価のあるもの

同左

２．固定資産の減価償却の
方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）
 
定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）に
ついては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りで
あります。
建物　　　　　　　 ６年～18年
工具、器具及び備品 ３年～20年

(1）有形固定資産（リース資産を除く）
 
定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）に
ついては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りで
あります。
建物　　　　　　  　８年～18年
工具、器具及び備品　３年～20年

 (2）無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっておりま
す。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）
同左

 (3）長期前払費用
定額法によっております。

(3）長期前払費用
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、支給見込額のうち当
事業年度に負担すべき額を計上して
おります。

(1）賞与引当金
同左

 
 

 （2）経営構造改革関連損失引当金
経営構造改革の実行に伴い発生す

る損失に備えるため、予定している構
造改革の内容を勘案の上、その損失見
積額を計上しております。

（2）経営構造改革関連損失引当金
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４．その他財務諸表作成の
ための基本となる重要
な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜処理に

よっております。

消費税等の会計処理
同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成20年４月１日
　　至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、賃貸借取引処理に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関
する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17
日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）
及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19
年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を適用し、
通常の売買取引に係る会計処理によっております。
これによる当事業年度の営業損失、経常損失及び税引
前当期純損失に与える影響は軽微であります。

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 当事業年度

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 ５百万円 建物 １百万円

工具、器具及び備品 129百万円 工具、器具及び備品 88百万円

※２　関係会社に対する資産及び負債 ※２　関係会社に対する資産及び負債

その他未払金 24百万円 その他未払金 121百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31日）

※１　関係会社に対する取引の主なもの ※１　関係会社に対する取引の主なもの

事務委託費 611百万円 事務委託費 433百万円

    

    

※２　前期損益修正益の主な内容は、前事業年度に帰属す
る投資顧問料収入についての修正であります。

※２　前期損益修正益の主な内容は、前事業年度末におい
て見積計上されていた経営構造改革関連損失引当
金の戻入であります。

※３　固定資産除却損の内訳
ソフトウエア ４百万円
建物 ３百万円

※３　固定資産売却損及び固定資産除却損の内訳
固定資産売却損  

工具、器具及び備品 １百万円
固定資産除却損  

工具、器具及び備品 ２百万円

※４　前期損益修正損の主な内容は、前事業年度に帰属す
る支払手数料についての修正であります。

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

（株主資本等変動計算書関係）

 

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 

１．発行済株式の種類及び総数

 

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末株式数

（株）

普通株式 50,000 － － 50,000

合計 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年６月18日

定時株主総会
普通株式 400 8,000平成20年３月31日 平成20年６月19日

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 

１．発行済株式の種類及び総数

 

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末株式数

（株）

普通株式 50,000 － － 50,000

合計 50,000 － － 50,000

　

２.配当に関する事項

（１）配当金支払額

該当事項はありません。

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネーに限定し、資

金調達については親会社による株式引受によっております。

デリバティブ取引は、後述するリスクを回避する目的以外には利用せず、投機的な取引は行わない方針であります。

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。また外貨建ての営業債

権・営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、シードマネーとしてのファンド等時価のある有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制

　①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運用するファ

ンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用であることから、極めて限

定的であると判断しております。

 

　②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、「市場リスク管理規程」に基づき、外貨建て営業債権債務のネットポジ

ションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利用してヘッジする予定にしておりま

す。

投資有価証券については、シードマネーとしての投資信託等時価のある有価証券であり、「自己資金運用規程」に基づ

き、毎月時価を把握し、取締役会に報告しております。

　

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（１）現金・預金 2,383 2,383 －

（２）未収委託者報酬 241 241 －

（３）未収投資顧問料 291 291 －

（４）投資有価証券 1,608 1,608 －

資産計 4,524 4,524 －

（１）未払手数料 63 63 －

（２）その他未払金 213 213 －

負債計 276 276 －

 

（注）１.　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

（１）現金・預金、（２）未収委託者報酬及び（３）未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（４）投資有価証券

シードマネーとしての投資信託等は公表される基準価額または合理的に算定された価格によっております。

 

負　債

（１）未払手数料及び（２）その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

２.　金銭債権の決算日後の償還予定額

 

 
1年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金・預金 2,383 － － －

未収委託者報酬 241 － － －

未収投資顧問料 291 － － －

合計 2,916 － － －

 

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開

示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成21年３月31日現在）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
種類

取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

その他 283 408 124

小計 283 408 124

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

その他 1,427 1,236 △190

小計 1,427 1,236 △190

合計 1,711 1,645 △65

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）

該当事項はありません。

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

該当事項はありません。

 

当事業年度（平成22年３月31日現在）

 

１．その他有価証券

 
種類

貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

その他 412 283 128

小計 412 283 128

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

その他 1,195 1,427 △232

小計 1,195 1,427 △232

合計 1,608 1,711 △103

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度

（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）

(1)取引の内容
利用しているデリバティブ取引は、外貨建営業収益

の取引に係わる為替予約取引であります。
(2)取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリス
ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方
針であります。

(3)取引の利用目的
デリバティブ取引は、外貨建営業収益の取引に係わ

る営業債権の為替変動リスクを回避し、安定的な利益
確保を図る目的で利用しております。

(4)取引に係るリスクの内容
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。
(5)取引に係るリスクの管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権
限又は取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経営
管理部が行っております。

 

２．取引の時価等に関する事項

 

（通貨関連）

区分 種類

前事業年度(平成21年３月31日現在)

契約額等
(百万円)

契約額等の
うち1年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以外
の取引

為替予約取引     

　売建     

　米ドル - - - -

合計 - - - -

（注）時価の算定方法

期末残高がないため、該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

 

 

（退職給付関係）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （百万円）  繰延税金資産 （百万円）  

経営構造改革関連損失引当金否認 40  繰越欠損金 27 

繰越欠損金 29  その他有価証券評価差額金 94 

その他有価証券評価差額金 77  その他の税務調整項目 10 

その他の税務調整項目 27 繰延税金資産小計 132 

繰延税金資産小計 175 評価性引当額 △132 

評価性引当額 △175 繰延税金資産合計 －  

繰延税金資産合計 －  繰延税金負債   

繰延税金負債   その他有価証券評価差額金 52 

その他有価証券評価差額金 50  繰延税金負債合計 52 

繰延税金負債合計 50  繰延税金負債の純額 52 

繰延税金負債の純額 50     

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項
目の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項
目別の内訳

税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりませ
ん。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間
の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略
しております。

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。
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(関連当事者情報)

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関連当事者の

開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第13号　平成18年10月17日）を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

 

１．関連当事者との取引

(1)親会社及び法人主要株主等

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

(2)兄弟会社等

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めて

おりません。又、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。

２. 親会社または主要な関連会社に関する注記

親会社情報

スパークス・グループ株式会社（ジャスダック証券取引所）

 

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．関連当事者との取引

(１).　財務諸表提出会社の親会社

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
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(２).　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。

 

２. 親会社に関する注記

親会社情報

スパークス・グループ株式会社（ジャスダック証券取引所に上場）

 

（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

　　至　平成21年３月31日） 　　至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額　　　　　83,693円８銭 １株当たり純資産額　　　　　85,758円46銭

１株当たり当期純損失（△） 　5,971円55銭 １株当たり当期純利益　　　 　2,844円92銭

なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。

なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

（注）１．　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 （平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 4,184 4,287

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） - -

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 4,184 4,287

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数（株）

50,000 50,000

（注）２．　１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 （自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日

 　至　平成21年３月31日） 　至　平成22年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △298 142

普通株主に帰属しない金額（百万円） - -

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円）

△298 142

期中平均株式数（株） 50,000 50,000
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（重要な後発事象）

（共通支配下の取引）

当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、当社親会社スパークス・グループ株式会社の100％子会社であるスパーク

ス証券株式会社と、平成22年７月１日（予定）を合併期日として合併することを決議致しました。

1.  結合当事企業の名称及びその事業内容等

（平成22年3月31日現在）

 存続会社 消滅会社

（１）商号 スパークス・アセット・マネジメント
株式会社（当社）

スパークス証券株式会社

（２）事業内容 投資運用業及び投資助言・代理業並び
に第二種金融商品取引業

第一種金融商品取引業、投資助言・代理
業及び情報提供コンサルティング業等

（３）設立年月日 平成18年4月3日 平成10年5月７日

（４）本店所在地 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ
大崎イーストタワー

東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ
大崎イーストタワー

（５）代表者 代表取締役社長　谷口 正樹 代表取締役社長　深見　正敏

（６）資本金 2,500百万円 165百万円

（７）発行済株式総数 50,000 株 3,300 株

（８）営業収益 2,920百万円 376百万円

（９）当期純利益 142百万円 20百万円

（10）純資産 4,287百万円 1,277百万円

（11）総資産 4,645百万円 2,092百万円

（12）従業員数 95人 9人

（13）事業年度の末日 3 月31日 3 月31日

（14）大株主および持株比率 スパークス・グループ株式会社(100%)スパークス・グループ株式会社(100%)

 

2.  企業結合の法的形式

    当社を存続会社、スパークス証券株式会社を消滅会社とする吸収合併

 

3.  結合後企業の名称

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

 

4.   取引の目的を含む取引の概要

①  合併の目的

投資運用業を主要事業としている当社と、当社及びグループ各社の運用する運用商品の販売等を主要事業としているス

パークス証券株式会社の経営資源を集約することによって経営の効率化を図るとともに、商品の企画、その運用から販

売、顧客サービスまでの一貫した体制を強化することによって、市場変化および顧客ニーズへの迅速な対応を図り、運用

事業を強化し成長の加速を図るため。

②  合併期日（効力発生日）

平成22年７月１日（予定）

なお当該合併は、スパークス証券株式会社が行っている業務の全てを円滑に引継ぐために必要となる、当社における第

一種金融商品取引業の登録等の要件を満たすことが条件となります。

③  合併比率ならびに合併交付金

当社及びスパークス証券株式会社は、いずれもスパークス・グループ株式会社の100％子会社であるため、本合併による

新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払はありません。

④  消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

 

5.  実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　改正平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引と

して会計処理を行う予定であります。

 

(重要な資産の譲渡）

当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券を譲渡することを決議致しました。

 

1. 譲渡の理由
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　後発事象（共通支配下の取引）に記載のとおり、スパークス証券株式会社との合併に備え、市場リスクを有する資産を、合

併前に譲渡することに致しました。

 

2. 譲渡する相手先の名称

　スパークス・グループ株式会社

 

3. 譲渡資産の種類、譲渡前の使途

譲渡資産の種類　　　　 投資有価証券

譲渡前の使途　　　　　 シードマネー

 

4. 譲渡の時期

具体的な売却時期は銘柄ごとに異なりますが、概ね平成22年6月末までには売却を完了する予定であります。

 

5. 譲渡価額

1,608百万円（予定）

 

6. 当該事象の損益に与える影響

当該投資有価証券の譲渡に伴う売却損103百万円（予定）を、平成23年３月期において特別損失として計上する予定であ

ります。
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４【利害関係人との取引制限】　略　

第四部 特別情報　第１ 委託会社等の概況 ５その他 は以下のとおり、更新されます。

＜更新・訂正後＞

５【その他】

平成２２年７月１日をもってスパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を承継しま

した。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成２２年１１月５日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

取締役会　御中  

  

 新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　英公一

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　伊藤雅人

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

ドの経理状況」に掲げられているスパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの平成２２年３

月１１日から平成２２年９月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析

的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの平成２２年９月１０日現

在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２２年３月１１日から平成２２年

９月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間

には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。

 
 
 
　　委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書

 平成２２年６月３０日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

取締役会　御中  

  

 あらた監査法人

 
指定社員
業務執行社員 公認会計士　 大畑　茂

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成２１年４

月１日から平成２２年３月３１日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含

んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態

及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

 

追記情報

１．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社が、スパークス証券株式会社を

吸収合併する旨の記載がある。

２．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社が、保有する投資有価証券をス

パークス・グループ株式会社へ譲渡する旨の記載がある。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

（注）上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成２１年１１月６日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

取締役会　御中  

  

 新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　英 公一

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　伊藤 雅人

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

ドの経理状況」に掲げられているスパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの平成２１年３

月１１日から平成２１年９月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析

的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの平成２１年９月１０日現

在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２１年３月１１日から平成２１年

９月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間

には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。

 
 
 
　　委託会社の監査報告書（前期）へ
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独立監査人の監査報告書

 平成２１年６月１７日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

取締役会　御中  

  

 あらた監査法人

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　 大畑　茂

 
 

 
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成２０年４

月１日から平成２１年３月３１日までの第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含

んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同

日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

（注）上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
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